
多 目 的 ホ ー ル 利 用 規 定 及 び ご 利 用 料 金 表  

 

①  ホ ー ル 利 用 料 金  

 

基 本 料 金 ( パ ッ ク )  

 平 日 (月 〜 木 )  金 土 日 祝  

ス タ ン デ ィ ン グ  ￥ 4 0 0 , 0 0 0  ￥ 5 0 0 , 0 0 0  

客 席 あ り  ￥ 3 0 0 , 0 0 0  ￥ 4 0 0 , 0 0 0  

 

音 市 場 側 が １ ド リ ン ク 販 売 を 行 う 場 合  

 平 日 (月 〜 木 )  金 土 日 祝  

ス タ ン デ ィ ン グ  ￥ 3 0 0 , 0 0 0  ￥ 4 0 0 , 0 0 0  

客 席 あ り  ￥ 2 0 0 , 0 0 0  ￥ 3 0 0 , 0 0 0  

 

1 .  上 記 の 料 金 は 、 1 0 : 0 0 〜 2 2 : 0 0 （ 1 2 時 間 ） の 終 日 利 用 分 で 、 消 費 税 を 含 み

ま す 。   

2 .  お 申 し 込 み は 、 利 用 日 の 1 年 前 か ら 受 け 付 け ま す 。  

3 .  基 本 料 金 に は 「 会 場 費 」 「 音 響 ・ 照 明 ・ 舞 台 設 備 利 用 料 」 「 安 全 管 理 ス

タ ッ フ 2 名 」 の 費 用 が 含 ま れ ま す 。  

4 .  ご 利 用 時 間 に は 準 備 や 片 付 け な ど の 時 間 を す べ て 含 み ま す 。  

5 .  1 日 2 回 以 上 の 公 演 ・ 公 演 休 日 ・ リ ハ ー サ ル ・ 準 備 （ 前 日 設 営 ） ・ 撤 去

（ 後 日 撤 去 ） な ど の 利 用 に つ い て は 次 の 料 金 を 徴 収 致 し ま す 。  

・ １ 日 ２ 回 以 上 の 公 演 の 場 合 … … … 利 用 料 金  ×  1 . 5  

・ 公 演 の 中 日 が 休 日 の 場 合 … … … 利 用 料 金  ×  0 . 5  

・ リ ハ ー サ ル ・ 準 備 ・ 撤 去 で の 利 用 の 場 合 … … … 利 用 料 金  ×  0 . 5  

6 .  基 本 料 金 設 定 の 場 合 は 、 音 市 場 側 で 飲 食 販 売 ・ 物 販 を 行 い ま す 。 音 市

場 側 で 飲 食 販 売 ・ 物 販 が 出 来 な い 場 合 は 、 基 本 料 金 設 定 額 に 2 0 0 , 0 0 0

円 を 加 え た 額 と な り ま す 。  



沖 縄 市 民 特 別 料 金 ( パ ッ ク )  

 平 日 (月 〜 木 )  金 土 日 祝 (年 末 年 始 )  

ス タ ン デ ィ ン グ  ￥ 2 5 0 , 0 0 0  - 適 用 外 -  

客 席 あ り  ￥ 1 5 0 , 0 0 0  - 適 用 外 -  

沖 縄 市 民 特 別 料 金  

音 市 場 側 が １ ド リ ン ク 販 売 を 行 う 場 合  

 平 日 (月 〜 木 )  金 土 日 祝 (年 末 年 始 )  

ス タ ン デ ィ ン グ  ￥ 2 0 0 , 0 0 0  - 適 用 外 -  

客 席 あ り  ￥ 1 0 0 , 0 0 0  - 適 用 外 -  

 

1 .  上 記 の 料 金 は 、 1 0 : 0 0 〜 2 2 : 0 0 （ 1 2 時 間 ） の 終 日 利 用 で 消 費 税 を 含 む

金 額 で す 。  

2 .  お 申 し 込 み は 、 利 用 日 の 1 年 前 か ら 受 け 付 け ま す 。  

3 .  本 料 金 表 の 適 用 は 、 利 用 申 請 者 が 、 沖 縄 市 に 住 所 を 有 す る 人 、 ま た は

主 た る 所 在 地 が 市 内 に 有 る 団 体 、 市 内 で 主 た る 活 動 を 行 う 企 業 や 団 体

に 限 り ま す 。 利 用 申 請 時 に そ れ を 確 認 で き る 書 類 の 提 出 が 必 要 で す 。  

（ 例 ： 免 許 証 、 住 民 票 、 保 健 証 、 社 員 証 、 謄 本 な ど ）  

4 .  本 料 金 表 の 適 用 は 年 間 1 2 件 ま で と し 、 前 項 2 . に 該 当 す る 利 用 申 込 者

の 先 着 順 と し ま す 。  

5 .  本 料 金 表 の 適 用 は 、 月 曜 日 〜 木 曜 日 の ホ ー ル 利 用 が 対 象 と な り ま す 。

た だ し 、 金 ・ 土 ・ 日 ・ 祝 祭 日 、 及 び 1 2 月 2 9 日 か ら 1 月 3 日 ま で の 期 間

は 対 象 外 と な り ま す 。  

6 .  基 本 料 金 に は 「 会 場 費 」 「 音 響 ・ 照 明 ・ 舞 台 設 備 利 用 料 」 「 安 全 管

理 ス タ ッ フ 2 名 」 の 費 用 が 含 ま れ ま す 。  

7 .  ご 利 用 時 間 に は 準 備 や 片 付 け な ど の 時 間 を す べ て 含 み ま す 。  

8 .  1 日 2 回 以 上 の 公 演 ・ 公 演 休 日 ・ リ ハ ー サ ル ・ 準 備 （ 前 日 設 営 ） ・ 撤

去 （ 後 日 撤 去 ） な ど の 利 用 に つ い て は 次 の 料 金 を 徴 収 致 し ま す 。  

9 .  1 日 2 回 以 上 の 公 演 の 場 合 … … … 利 用 料 金  ×  1 . 5  



1 0 .  公 演 の 中 日 が 休 日 の 場 合 … … … 利 用 料 金  ×  0 . 5  

1 1 .  リ ハ ー サ ル ・ 準 備 ・ 撤 去 で の 利 用 の 場 合 … … … 利 用 料 金  ×  0 . 5  

1 2 .  基 本 料 金 設 定 の 場 合 は 、 音 市 場 側 で 飲 食 販 売 ・ 物 販 を 行 い ま す 。 音

市 場 側 で 飲 食 販 売 ・ 物 販 が 出 来 な い 場 合 は 、 基 本 料 金 設 定 額 に

2 0 0 , 0 0 0 円 を 加 え た 額 と な り ま す  

 

時 間 貸 し 制 料 金 （ 1 時 間 単 位 ）  

 平 日 (月 〜 木 )  金 土 日 祝  

1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0  ￥ 1 2 , 5 0 0 / h  ￥ 2 0 , 0 0 0 / h  

1 8 : 0 0 - 2 2 : 0 0  ￥ 1 5 , 0 0 0 / h  ￥ 2 5 , 0 0 0 / h  

 

1 .  上 記 の 料 金 は 、 1 時 間 毎 の 料 金 で 消 費 税 を 含 む 金 額 で す 。  

2 .  お 申 し 込 み は 、 利 用 日 の 2 か 月 前 （ 6 0 日 前 ） か ら 受 け 付 け ま す 。  

3 .  本 料 金 表 の 適 用 は 、 「 講 演 会 」 「 説 明 会 」 「 セ ミ ナ ー 」 「 各 種 会 議 」 な

ど の 利 用 目 的 に 限 り ま す 。 コ ン サ ー トや ラ イ ブ な ど の 利 用 目 的 に は 適 用 さ

れ ません 。  

4 .  基 本 料 金 に は 「 会 場 費 」 「 音 響 ・ 照 明 ・ 舞 台 設 備 利 用 料 」 「 安 全 管

理 ス タ ッ フ 2 名 」 の 費 用 が 含 ま れ ま す 。  

5 .  ご 利 用 時 間 に は 準 備 や 片 付 け な ど の 時 間 を す べ て 含 み ま す 。  

  



基 本 利 用 時 間 以 外 の 利 用 料 金 （ 1 時 間 単 位 ）  

 ※延 長 ・ 早 入 な ど の 時 間 外 利 用  

2 2 : 0 0 - 0 : 0 0  ￥ 2 1 , 0 0 0 / h  

0 : 0 0 -翌 5 : 0 0  ￥ 3 1 , 0 0 0 / h  

5 : 0 0 - 1 0 : 0 0  ￥ 2 1 , 0 0 0 / h  

 

冷 房 利 用 料 金 （ 1 時 間 単 位 ）  

機 械 式 冷 房 機 の み ご 利 用  ￥ 3 , 1 5 0 / h  

機 械 式 冷 房 機 にあわせて  

パ ッケージ型 冷 房 機 を ご 利 用  
￥ 4 , 2 0 0 / h  

 

 

②館 内 ロ ッカー 及 び駐 車 場 利 用 料 金  

 

館 内 ロ ッカー 利 用 料 金 ・ 駐 車 場 利 用 料 金  

館 内 ロ ッカー 利 用 料 金  ￥ 1 0 0  

駐 車 場 利 用 料 金 （ 一 般 ）  ￥ 1 0 0 / h  

 

1 .  ロ ッ カー の鍵 は 利 用 者 で 保 管 し て下 さい 。紛 失 され ま す と鍵 の交 換 料 金

を 徴 収 させて頂 き ま す 。  

2 .  駐 車 場 利 用 料 金 （ 一 般 ） に つ い て 、 ご 来 場 ・ ご入 場 の お客 様 の駐 車 料

金 は 、 6 時 間 （ 6 0 0 円 ） 割 引 と な り ま す 。  

3 .  駐 車 券 の紛 失 に つ き ま し て は 、一 律 2 , 4 0 0 円 （ 2 4 時 間 分 ） を 徴 収 させて

頂 き ま す 。  



4 .  駐 車 場 利 用 料 金 （ 主 催 者 及 び関 係 者 車 両 ） に つ い て 、 1 0 台 ま で に 限

り ご 利 用 当 日 の入 庫 か ら 2 4 時 間 ま で駐 車 可 能 で す 。  

※ 1 1 台 目 以 降 は 、 1 台 に つ き 5 0 0 円 を 徴 収 い た し ま す  

5 .  駐 車 場 内 で の事 故 、盗 難 等 は 当 方 で は責 任 を負 い ません 。  

 

③  申 請 及 び手 続 き  

1 .  申 請 は 、 利 用 日 の 1 年 前 か ら 受 け 付 け ま す 。  

受 付 時 間 は原 則 1 0 ： 0 0～ 2 0 ： 0 0 で す 。  

2 .  お 申 し 込 み に つ い て は お電 話 に て空 き状 況 を ご 確 認 くだ さい 。 そ の際 、 必 要

書 類 の ご案 内 を 申 し 上 げま す 。  

申 込 書 に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 ご 提 出 くだ さい 。  

申 請 書 提 出 時 点 で予 約 確 定 と な り ま す 。  

申 請 日 か ら 2 週 間 以 内 に （ 基 本 利 用 料 の 5 0％ ） を お支 払 い くだ さい 。  

ま た お電 話 の み の お 申 し 込 み は 受 け 付 け て お り ません 。  

3 .  催 し 物 を お 申 し 込 み の際 は 、 そ の 内 容 を お知 らせ くだ さい 。催 し 物 の 内 容 が

⑥の 利 用 制 限 に 該 当 す る 場 合 は 、 ご 利 用 を お断 り す る こ と があ り ま す 。  

基 本 利 用 料 の残 金 は ご 利 用 日 の 3 0 日 前 ま で に お支 払 い くだ さい 。  

4 .  当 日 発 生 す る 時 間 延 長 料 金 、 そ の他 追 加 料 金 は催 事 終 了 後 に お支 払 い

くだ さい 。  

 

④  キ ャ ン セ ル 時 の 利 用 料 還 付 に つ い て  

申 請 確 定 後 の 利 用 取 り やめ を 申 し 出 た 場 合 、下 記 の と お り 利 用 料 の還 付 を い

た し ま す 。  

1 .  天 災 そ の他 利 用 者 の責 めに帰 す る こ と の で き な い事 情 に よ り 利 用 で き な か っ

た 場 合 →利 用 料 金 の 全 額 還 付  

2 .  利 用 日 の 3 0 日 前 ま で に取 り やめの 申 し 出 た 場 合 →利 用 料 金 の 5 割 相 当

額 を還 付  

3 .  利 用 日 の 3 0 日 前 を越 し て取 り やめの 申 し 出 た 場 合 →還 付 な し  

 



⑤予 約 の変 更 に つ い て  

1 .  仮 申 請 、 本 申 請 後 の予 約 内 容 の変 更 に つ い て は 、 利 用 変 更 申 請 書 に変

更 事 項 を 記 入 し て くだ さい 。  

2 .  た だ し 、 日 程 の変 更 に つ い て は予 約 期 間 内 に 限 り可 能 で す 。 そ れ を超 え る変

更 は 、一 旦 キャン セ ル扱 い と な り ま す 。 な お 、キャン セ ル 時 の還 付 金 は 、 「 キャン

セ ル に つ い て 」 の 規 定 に 基 づ き ま す 。開 催 日 変 更 後 の再 変 更 は 受 け 付 け ま

せん 。  

 

⑥  利 用 制 限  

下 記 の よ う な 場 合 に は 利 用 契 約 を取 り 消 し 、 ホ ー ル の使 用 を お断 り い た し ま す 。 ま

た 、催 し 物 中 止 に よ る損 害 賠 償 は 致 し ません 。  

1 .  公 の秩 序 を乱 し 、又 は善 良 な風 俗 を害 す る恐 れ があ る と 認 め ら れ た と き 。  

2 .  音 市 場 の施 設 又 は 設 備 を損 傷 す る恐 れ があ る と 認 め ら れ た と き 。  

3 .  集 団 的 に又 は常 習 的 に暴 力 的 不 法 行 為 等 を 行 う お そ れ があ る組 織 の 利 用

に な る と 認 め ら れ た と き 。  

4 .  管 理 運 営 に支 障 があ る と き 、あ る い は支 障 が予 想 され る と き 。  

5 .  利 用 規 定 に 基 づく指 示 に従 わな かった と き 。  

6 .  諸 官 庁 か ら の 中 止 命 令 が 出 た と き 。  

7 .  利 用 の権 利 を譲 渡 、転 貸 し た と き 。  

8 .  当 方 の承 諾 な し に 利 用 目 的 、 内 容 を変 更 し た と き 。  

9 .  利 用 申 込 書 に虚 偽 の 記 載 事 項 があった と き 。  

 

⑦  利 用 時 間  

1 .  基 本 利 用 時 間 は午 前 1 0 時 入 館 ～ 午 後 1 0 時 ま で の 1 2 時 間 で す 。  

2 .  利 用 時 間 は 申 請 時 に 確 定 し て い た だ き ま す 。  

3 .  利 用 時 間 は開 場 準 備 、搬 入 出 な ど の一 切 の 時 間 を 含 み ま す 。万 が一 延 長

し た 場 合 は 時 間 外 利 用 料 が発 生 し ま す 。  

 

 



⑧  利 用 前 の打 ち合 わせ  

ご 利 用 の 2 週 間 前 ま で に 、 各 担 当 者 と スケジュー ル 、プログラム 、 会 場 設 営 、 設

備 な ど に つ い て詳 細 な打 ち合 わせを 行 って くだ さい 。  

公 演 日 が近 づくほど 、 ご 要 望 への 対 応 が難 し くな る 場 合 があ り ま す の で 、 ご注 意 く

だ さい 。  

 

⑨  諸 官 庁 への届 け 出  

催 し 物 の 内 容 に よ り 、 所 定 の官 庁 な どへ届 出 、 許 可 が 必 要 で す 。  

《 申 請 不 要 》  C O 2 ・ スモー クマシン 用 水 性 リキ ッ ド  

《 申 請 必 要 》  ロ ウ ソ ク ・ お香 ・ スモー クマシ ン 用 油 性 リ キ ッ ド ・ 特 殊 効 果 （ 火 器

を使 用 す る もの ） ・ 煙 草 （ 舞 台 上 以 外 は 許 可 され ません ） 等  

 

＊ そ の他 に関 し ま し て は お問 い 合 わせくだ さい 。  

 

◎催 事 開 催 届 ・ 火 気 、危 険 物 許 可 申 請  

沖 縄 市 消 防 署  T E L ： 0 9 8 - 9 2 9 - 1 1 9 0  

 

◎警 備 な ど  

沖 縄 警 察 署  T E L ： 0 9 8 - 9 3 2 - 0 1 1 0  

  



⑩注 意 事 項  

1 .  所 定 の 場 所 以 外 で の喫 煙 は ご遠 慮 くだ さい 。  

2 .  搬 入 ・ 搬 出 は ホ ー ル ス タ ッ フ と事 前 打 ち合 わせの う え 、 利 用 者 側 で責 任 を持

って 行 って くだ さい 。 （ 搬 入 口 の高 さ ： 3 . 9 m 、幅 ： 5 . 8 m ）  

3 .  搬 入 車 両 は最 大 1 1 t 車 1 台 ま で入 庫 可 能 で す が他 のテナ ン トの搬 入 もあ り

ま す の で搬 入 後 は車 の移 動 を お願 い す る 場 合 があ り ま す 。駐 車 位 置 に つ い て

は ご相 談 くだ さい 。  

4 .  持 ち込 み パネル や幕 類 は防 炎 加 工 済 み の もの を ご使 用 願 い ま す 。  

5 .  各 消 防 設 備 な ど の機 能 を損 な う 行 為 は一 切 禁 止 し ま す 。  

6 .  会 場 設 備 、関 連 設 備 、 付 帯 設 備 、 備 品 な ど を破 損 、紛 失 し た 場 合 は実 費

を 申 し 受 け ま す 。  

7 .  当 方 の事 前 承 諾 を得 て い な い 物 品 配 布 、 販 売 、録 音 、撮 影 、宣 伝 行 為 、

寄 付 行 為 、勧 誘 行 為 な ど は禁 止 し ま す 。  

8 .  物 販 はあ ら か じめホ ー ル 側 の承 諾 を 受 け て 、決 め ら れ た 場 所 に て 行 って くだ さ

い 。尚 、 物 販 に つ き ま し て は 基 本 的 に 売 上 の 1 0 %の手 数 料 が発 生 し ま す 。  

9 .  ホ ー ル で 前 売 り券 を 販 売 す る 場 合 、 売 上 の 1 0 %の手 数 料 を頂 戴 い た し ま す 。  

1 0 .  利 用 者 は あ ら か じめ非 常 口 の存 在 、非 常 扉 の開 け方 を 確 認 し 、非 常 事 態

に 備 え て くだ さい 。  

1 1 .  入 場 受 付 、 人 員 整 理 、誘 導 、 会 場 警 備 、車 両 の誘 導 、控 室 管 理 は 利 用

者 の責 任 に お い て 対 処 し て くだ さい 。控 え室 の ご み等 は す べ て お持 ち帰 り願

い ま す 。  

1 2 .  当 方 に責 任 の な い不 測 の事 態 に よ る催 事 中 断 、 中 止 、 そ の他 の事 由 に よ る

損 失 は補 償 い た し ません 。  

1 3 .  利 用 終 了 後 は直 ちに 設 備 、 備 品 を元 通 り に し 、火 元 の 安 全 を 確 認 し 、 ホ ー

ル ス タ ッ フ の点 検 を 受 け て くだ さい 。  

1 4 .  ホ ー ル の椅 子 ・ ポー ル等 の 設 置 ・ 片 付 け は 主 催 者 側 で 行 って下 さい 。  


